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2007 年５月 22 日 

各 位 

             会社名          コナミ株式会社 

         代表者名 代表取締役社長  上月 景正 

(コード番号 9766 東証一部) 

問合せ先 代表取締役 CFO 山口 憲明 

(TEL 03-5770-0573) 

 

 

当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入について 

  

 当社は、2007 年５月 22日開催の当社取締役会において、当社の企業価値および株主

共同の利益を確保し、向上させることを目的に、「株式会社の財務及び事業の方針の決

定を支配する者の在り方に関する基本方針」（会社法施行規則第 127 条柱書に定義され

ているものをいい、以下「基本方針」といいます。）および「基本方針に照らして不適

切な者によって当該株式会社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止す

るための取組み」（会社法施行規則第 127 条第２号ロ）としての「当社株式の大規模買

付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）の具体的な内

容を決定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、本プランは 2007 年

６月28日開催予定の当社第35回定時総会における株主の皆様のご承認を条件に導入す

ることといたします。また、本プランの導入につきましては、監査役全員（当社の監査

役は全員が社外監査役です。）から、本プランの具体的運用が適正に行われることを条

件として、同意を得ております。 

 

１． 基本方針の策定および本プラン導入の背景 

（１） 当社の事業特性（企業価値の源泉） 

 当社グループは、企業理念として、「世界中の人々への『価値ある時間』の創造と提

供を通して、常に期待される企業集団を目指す」ことを掲げ、「株主重視」、および「株

主を含むステークホルダーとの良好な関係の維持、ならびに良き市民としての社会貢

献」を経営方針としております。『価値ある時間』の創造と提供を通して、世界中の人々

に夢と感動をお届けしたいという、今日の礎を築いた私たちの思いはいつの時代にも流

されることのない不変の企業理念です。 

当社グループが事業を展開しております「デジタルエンタテインメント事業」「健康

サービス事業」「ゲーミング＆システム事業」におきましては、ネットワーク環境整備

が進む中で、ユーザーの様々な情報が共有されるようになり、嗜好の多様化とともにコ
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ミュニティーの形成がグローバルに進んでおります。 

我々は自ら作り出す製品・サービスを「娯楽」「健康」の領域で最大化すべく、2006

年３月31日に持株会社体制に移行し、経営と執行を明確に分離し、各事業におきまして

ユーザー変化にいち早く対応できる体制構築、企業価値向上に努めてまいりました。今

後、更なる業務の効率化を図るとともに、グループ内のコミュニケーションの促進によ

るグループの一体化を目指し、2007年４月に、これまで都内各所に分散していた事業所

を東京ミッドタウンに集約いたしました。 

当社グループでは、「国際基準」「公正な競争」「高収益の追及」を経営の具体的な指

針として、グループ経営資源の最適活用をより一層目指し、これらの企業価値の源泉を

継続的・安定的に成長・拡大していくことにより、企業価値・株主共同の利益の確保、

向上に努めてまいります。 

 

（２） 基本方針 

 当社は、公開会社として当社株式の売買を認める以上、特定の者の大規模な買付行為

に応じて当社株式の売却を行うか否か、ひいては会社を支配する者の在り方は、最終的

には株主の皆様の意思に基づき決定するべきものと考えます。一方で、当社は、前記（１）

で述べた、企業価値の源泉となり株主共同の利益を構築している経営資源の蓄積を最大

限に生かし、当社グループのブランド価値を高めていくためには、中長期的観点からの

安定的な経営および蓄積された経営資源に関する十分な理解が不可欠であると考えて

います。従って、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者に、これらに関する

十分な理解なくしては、当社の企業価値および株主共同の利益が毀損されるおそれがあ

ると考えています。 

 この点、当社は、当社株式の適正な価値を株主および投資家の皆様にご理解いただく

よう IR 活動に努めておりますものの、突然大規模な買付行為がなされたときに、株主

の皆様が適切に大規模な買付行為に応じるか否かの判断を行うためには、当社取締役会

からの情報提供に加え、かかる大規模な買付行為者から十分な情報を提供いただき、当

社の事業特性を十分に理解している当社取締役会がこれに対する評価・意見等を提供す

ることにより、株主の皆様が適切な判断を行うために必要かつ十分な情報および時間が

確保されることが極めて重要になるものと考えております。さらに、当社株式の継続保

有をお考えの株主の皆様にとっても、かかる買付行為が当社に与える影響や、買付者が

考える当社の経営に参画したときの経営方針、事業計画の内容、当該買付行為に対する

当社取締役会の意見等の情報は、当社株式の継続保有を検討するうえで重要な判断材料

となると考えます。こうした観点から、当社は、企業価値および株主共同の利益の確保

と向上のために、大規模な買付行為を行う買付者において、株主の判断のために、当社

が設定し事前に開示する一定のルール（詳細については、後記３．（４）をご参照くだ

さい。以下「大規模買付ルール」といいます。）に従って、買付行為に関する必要かつ

十分な情報を当社取締役会に事前に提供し、当社取締役会における一定の評価期間を経

過した後にのみ当該買付行為を開始する必要があると考えております。 
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 以上を踏まえ、当社は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、または、

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守する場合であっても、例外的に当社の企業価値

または株主共同の利益を著しく損なうおそれが存する場合には、かかる大規模買付者は

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、法令およ

び定款によって許容される限度において相当な措置を講じることにより、当社の企業価

値および株主共同の利益の確保・向上をはかることが必要であると考えております。 

 当社は、以上に述べました事項をもって、基本方針とすることを決定いたしました。 

 なお、現時点においては、特定の第三者から、大規模買付行為を行う旨の通知、打診、

提案等は受けておりません。 

 

２． 企業価値および株主共同の利益の確保・向上に向けた取組み 

（１） 持株会社体制への移行 

 当社グループではここ数年さまざまな改革を進め、ゲームソフト制作子会社や販売子

会社との合併によるデジタルエンタテインメント事業の再編を行い、健康意識の高まり

に対する健康サービス事業の再編などにより、10年先を見据えた独自の経営戦略を展開

するための体制整備に努めてきました。そして、その総仕上げとなるグループ再編とし

て、当社および当社グループは、2006年３月31日に持株会社体制に移行し、「デジタル

エンタテインメント事業」「健康サービス事業」「ゲーミング＆システム事業」の３つ

の事業を柱とした持株会社体制のもと、新たな経営をスタートしました。持株会社体制

を選択した理由は、めまぐるしく変化する市場環境に対応するために、当社グループも

柔軟かつ機動的な事業体へと進化する必要があると判断したためです。会計基準の国際

標準化が本格的な連結経営への移行を要求する一方、ブロードバンドの普及やデジタル

技術・通信技術の革新などに伴い、ユビキタス情報社会はエンタテインメント業界にも

深く浸透してきました。また、高齢化の進展や医療・福祉制度改革などを背景に、人々

が自らの健康を維持・管理することへの関心はますます高まっています。今後、持株会

社がグループ全体の経営戦略の策定、各事業会社における業務執行状況のチェックなど

の機能を担う一方、事業会社は会社の事業領域の中でタイムリーな意思決定を行うこと

により、時代の変化を先取りする経営を実践します。そして、持株会社体制のメリット

である「経営の透明性のさらなる向上」「機動的な経営体制の構築」「徹底した収益責

任体制の構築」を最大限に実現し、グループ企業価値および株主価値の向上とともに当

社グループに課せられた社会的責任を果たしたいと考えています。 

当社は、以上の取組みにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上

を図って参ります。 

 

（２） 中期計画の策定 

 当社は、2009 年３月期の中期計画として、連結売上高 3,300 億円、連結営業利益 450

億円、連結当期純利益 260 億円を掲げております。この中期計画を達成するため、デジ

タルエンタテインメント事業では、常に新しい魅力あるコンテンツの創造を目指すと同
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時に、ユーザーに支持されるコンテンツの多面展開を積極的に推進し、利益の最大化を

図ります。健康サービスは、費用の前倒し償却などを行ったことで改善した収益体制を

元に、より効率的な施設運営を行うことに加え、フィットネスマシンや介護予防関連機

器、サプリメントなどの健康関連商品の販売や高齢者向け事業、健康増進事業などの新

規事業に注力いたします。ゲーミング＆システム事業では、世界的に拡大する市場にゲ

ーミング機器を展開すると同時に、カジノマネジメントシステムやプロフィットシェア

形式の販売による定期収入源の確保で安定した収益基盤を築いた上で事業展開いたし

ます。以上のように、それぞれに成長性のある３つの事業を強力に推進することで、中

期計画を達成できるものと確信しております。 

 以上の中期計画に基づく取組みは、当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損

なう大規模買付者が現れる危険性を低減するものとして、前記１．（２）の基本方針に

沿うものと考えます。 

 

（３） コーポレートガバナンスの強化 

 当社では、「株主重視」および「株主を含むステークホルダーとの良好な関係の維持、

ならびに良き市民としての社会貢献」を経営の基本方針としています。これを維持・発

展させていくためにコーポレートガバナンス体制の強化は不可欠であると認識し、常に

その時々で最も厳しい基準に準拠した体制整備に取り組んでいます。ここ数年、コーポ

レートガバナンスに係る法制度は急速に変化していますが、当社では 2002 年に厳格な

上場基準を採用するニューヨーク証券取引所へ上場し、監査制度やコーポレートガバナ

ンス、ディスクロージャーなどの規制強化を目的に制定された米国企業改革法（SOX 法）

に対応する体制を整備しました。その後、SOX 法に伴う形で日本国内において実施され

る日本版 SOX 法に対応する準備も着々と進めています。また、こうした体制整備におい

ては、実効性を伴った機能する仕組みづくりと、社員一人ひとりの高い倫理観の醸成に

よる、不正が生まれない組織風土の育成を最も重視しています。 

 このような取組みは、当社の企業価値を高めるものであり、その結果、当社の企業価

値および株主共同の利益を著しく損なう大規模買付者が現れる危険性を低減するもの

として、前記１．（２）の基本方針に沿うものと考えます。 

 

３．本対応方針導入の目的 

（１） 本プラン導入の必要性および目的 

当社は前記２．で述べましたとおり、持株会社体制の下での中長期的経営戦略に基づ

き、当社の企業価値向上および株主共同の利益確保のための取組みを一層推進してまい

る所存ですが、近時、株式持合い構造の解消、新しい法制度の整備や企業文化の変化等

を背景として、対象となる会社の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、

突如として大量の株式の買付けを強行するといった動きが顕在化しつつあります。 

もとより、前記１．（２）「基本方針」のとおり、当社は、株式公開企業であり、大規

模買付行為に応じて当社株式を売却されるか否かは、最終的に当社株主の皆様の判断に
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委ねられるべきものと考えております。しかし、当社は、今後も継続的に企業価値を向

上させ、株主共同の利益を確保するには、当社グループの各事業がシナジーを創出し、

グループ全体のブランドを高めていくことが重要であり、また、当社グループが長年培

ってきた「娯楽」「健康」に関する専門知識・技術・ノウハウをはじめとする当社の企

業価値の把握は、当社の事業特性に対する理解なくしては困難と考えます。 

そこで、前記１．（２）で述べましたとおり、当社は、大規模な買付行為を行う者は、

株主の判断のために、当社が設定し事前に開示する大規模買付ルールに従って、当該行

為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に事前に提供し、かつ当社取締役会にお

ける一定の評価期間が経過した後にのみ当該買付行為を開始すべきである、と考えてお

ります。 

一方、2007年３月31日現在において、当社の発行済株式（自己株式を除く）の約25％

は、当社役員が関与する財団および法人により保有されております。しかしながら、当

社は株式公開会社であることから、当該財団及び法人の意思決定により、将来、当社株

式が譲渡される可能性は否定できません。また、当社グループが今後成長していく過程

で、資本市場からの資金調達を行う可能性もあり、その場合には、上記株主の持株比率

が希釈化されることになります。 

これらの事由にかんがみると、当社の発行する株式の流動性はさらに増し、その結果、

株主の皆様、顧客、取引先、従業員その他利害関係者の利益を含む当社の企業価値を毀

損し、ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損するような大規模買付行為がなされる可

能性も決して否定できない状況にあります。 

このような判断のもと、当社取締役会は、第 35 回定時総会における株主の皆様のご

承認を条件として、本プランを導入することを決定いたしました。なお、2007 年３月

31日現在における当社大株主の状況は、別紙３「当社の大株主の状況」のとおりです。 

 

（２） 本プランの概要 

本プランは、当社株式に対する大規模買付行為が行われる場合に、株主の皆様が適切

な判断を行うための必要かつ十分な情報および時間を確保するため、当社取締役会が、

大規模買付情報の提供や当社取締役会による評価・検討期間の確保等を内容とする「大

規模買付ルール」（その内容については後記（４）をご参照ください。）を定め、かかる

大規模買付ルールに従い、大規模買付者に対してルールの遵守を求め、また、大規模買

付者が大規模買付ルールを遵守しない場合および遵守した場合につき一定の対応方針

を定め、必要に応じて対抗措置として差別的行使条件を付した新株予約権の無償割当て

等の当社の企業価値および株主共同の利益を守るための適切な措置を実施する、という

ものであります。なお、対抗措置を発動しない場合は、ルールに定める期間経過後に、

株主の皆様の判断を仰ぐこととなります。 

 

（３） 対象となる大規模買付行為 

本プランでは、以下の(a)または(b)に該当する行為もしくはこれに類似する行為また
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は提案（以下「大規模買付行為」といいます。）がなされた場合を適用対象とします。

ただし、予め当社取締役会が同意した買付けは含まないものとします。なお、大規模買

付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。 

(a)当社が発行者である株券等1について、保有者2の株券等保有割合3が20%以上となる買

付け等 

(b)当社が発行者である株券等4について、買付け等5に係る株券等の株券等所有割合6お

よび特別関係者7の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付け等 

 

なお、各株券等保有割合の算出に当たっては、総議決権（証券取引法第27条の２第８

項に規定するものをいいます。）および発行済株式の総数（同法第27条の23第４項に規

定するものをいいます。）は、有価証券報告書、半期報告書および自己株券買付状況報

告書ならびにその他証券取引法（同法を承継する法律を含みます。本書において同じと

します。）に基づき当社が提出し、公衆の縦覧に供される書類のうち直近に提出された

ものを参照することができるものとします。 

 

（４） 大規模買付ルールの内容 

①大規模買付情報の提供の要求 

大規模買付者には、買付けの実行に先立ち、当社取締役会に対して、大規模買付者が

大規模買付ルールを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明書」とい

います。）を当社の定める書式により提出していただきます。取締役会は、この意向表

明書の受領後10営業日以内に、大規模買付者から当初提供していただくべき大規模買付

情報のリストを大規模買付者に交付します。提出された情報が大規模買付情報として不

十分であると当社取締役会が判断した場合には、必要に応じて後記５．（１）の独立委

員会に諮問の上、大規模買付者に対し、適宜回答期限を定めて、大規模買付情報を追加

的に提出するよう求めることがあります。また、大規模買付行為の提案があった事実お

よび当社取締役会に提供された情報は、適切と判断される時点で、その全部または一部

を開示します。 

大規模買付者が提供すべき大規模買付情報の項目の一部は以下のとおりであります。 

(a)大規模買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および（ファンドの場

                                                   
1 証券取引法第 27 条の 23 第１項に定義されます。本書において別段の定めがない限り同じとします。 
2 証券取引法第 27 条の 23 第３項に基づき保有者に含まれる者を含みます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含み

ます。）。本書において同じとします。 
3 証券取引法第 27 条の 23 第４項に定義されます。この場合においては、当該保有者の共同保有者（証券取引法第 27 条の 23

第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます（当社取締役がこれらに該当す

ると認めた者を含みます。）。本書において同じとします。）の保有株券等の数（同法同条第４項に規定する保有株券等の数をい

います。）も加算するものとします。本書において同じとします。 
4 証券取引法第 27 条の２第１項に定義されます。(b)において同じとします。 
5 証券取引法第 27 条の２第１項に定義されます。本書において同じとします。 
6 証券取引法第 27 条の２第８項に定義されます。本書において同じとします。 
7 証券取引法第 27 条の２第７項に定義されます（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）。ただし、同項第１号

に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除きま

す。本書において同じとします。 
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合は）各組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、財務

内容等を含みます。） 

(b)買付けの目的、方法および内容（買付けの対価の価額・種類、買付けの時期、関連

する取引の仕組み、買付けの方法の適法性、買付けの実行の蓋然性を含みます。） 

(c)買付けの価額の算定根拠（算定の前提となる事実・仮定、算定方法、算定に用いた

数値情報および買付けに係る一連の取引により生じることが予想されるシナジー効

果の内容（そのうち他の株主に対して分配されるシナジーの内容を含みます。）およ

びその算定根拠等を含みます。） 

(d)買付けの資金の裏付け（買付けの資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体

的名称、調達方法、関連する取引の内容を含みます。） 

(e)買付け後の当社および当社グループの経営方針、事業計画、財務計画、資本政策お

よび配当政策 

(f)買付け後の当社および当社グループの従業員、労働組合、顧客、取引先、地域社会

その他の利害関係者に関する対応方針 

(g)当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策 

(h)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律その他の法令等の遵守に関する事

項 

(i)その他当社取締役会または独立委員会が合理的に必要と判断する情報 

なお、意向表明書等の記載を含む、当社取締役会等への一切の情報提供、通知・連絡

ならびに交渉は、日本語においてなされるもののみ、正当なものとします。 

 

②買付内容の評価検討 

(ｲ)当社取締役会による評価検討 

当社取締役会は、大規模買付者が当社取締役会に対して大規模買付情報の提供を完了

した後、大規模買付行為の評価検討の難易度に応じ、次の期間を当社取締役会による評

価、検討、交渉、意見形成および代替案作成のための期間（以下「買付行為評価期間」

といいます。）として与えられるものとします。従って、大規模買付行為は、買付行為

評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。 

(a)対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合：

60日間 

(b)その他の大規模買付行為の場合：90日間 

買付行為評価期間中、当社取締役会は、必要に応じ外部専門家（ファイナンシャル・

アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）の

助言を受け、提供された大規模買付情報を十分に評価検討し、当社取締役会としての意

見を慎重に取りまとめ、公表します。また、必要に応じ大規模買付者との間で大規模買

付行為に関する条件について交渉し、当社取締役会として当社株主の皆様へ代替案を提

示することもあります。 
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(ﾛ)独立委員会による検討ならびに当社取締役会への勧告 

当社取締役会は、前記(ｲ)の評価検討と併せて、大規模買付者から大規模買付情報等

の提供を受けた後、独立委員会に、大規模買付者の買付内容の検討、大規模買付者と当

社取締役会の事業計画等に関する情報収集、比較検討等および対抗措置発動の是非等に

ついて諮問します。 

独立委員会は、買付行為評価期間内に、当社の企業価値および株主共同の利益の確

保・向上という観点から当該買付けの内容等を検討し、後記（５）「大規模買付行為が

なされた場合の対応方針」に基づき、当社取締役会に対して対抗措置発動の是非を含む

勧告を行います。 

独立委員会は、必要に応じ、買付内容等の検討、取締役会への勧告等に際し、外部専

門家の助言を受けることができるものとします。また、自らまたは当社取締役会等を通

じて、検討資料その他の情報提供、協議等を求めた場合には、大規模買付者は、速やか

にこれに応じなければならないものとします。 

なお、独立委員会が、買付行為評価期間満了時までに、対抗措置発動または不発動の

勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、大規模買付者の買付け等の内容の検討、

大規模買付者との交渉、代替案の検討等に必要とされる合理的な範囲内で、買付行為評

価期間を延長する旨の決議を行います。この場合、当社は、当該決議された具体的期間

およびその具体的期間が必要とされる理由を速やかに開示します。また、当該期間延長

後、更なる期間の延長を行う場合においても同様の手続によるものとします。 

 

③当社取締役会の決議 

当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限に尊重し、最終的に対抗措置の発動・不

発動について決議するものとします。なお、対抗措置発動の取締役会決議に際しては、

事前に監査役の過半数の同意を要するものとします。当社取締役会は、当該決議を行っ

た場合、速やかに当該決議の内容その他の事項について、情報開示を行います。 

 

（５） 大規模買付行為がなされた場合の対応方針 

①大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、具体的な買付方法の如何にかか

わらず、当社取締役会は、大規模買付行為に対する対抗措置として、当社の企業価値お

よび株主共同の利益を守るため、会社法その他の法律および当社定款で定められている

適切な措置をとることがあり、かかる措置として、後記（６）「対抗措置の概要」のと

おり、新株予約権の無償割当てを行うことがあります。大規模買付者が大規模買付ルー

ルを遵守したか否か、ならびに、対抗措置の発動の適否および具体的な方法については、

外部専門家等の意見も参考にし、また独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社取締役会

が決定します。 

 

②大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 
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大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、当社取締役会は、仮に当該大

規模買付行為に反対であったとしても、反対意見の表明、代替案の提示、当社株主の皆

様への説得等を行う可能性はあるものの、原則として当該大規模買付行為に対する対抗

措置は発動しません。大規模買付者の買付提案に応じるか否かは、株主の皆様において、

当該買付提案の内容およびそれに対する当社取締役会の意見、代替案等をご考慮の上、

判断いただくことになります。 

ただし、大規模買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が、

当社の企業価値または株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締

役会は、例外的に大規模買付行為に対する対抗措置として、当社の企業価値および株主

共同の利益を守るための適切な措置をとることがあり、かかる措置として、後記（６）

「対抗措置の概要」のとおり、新株予約権の無償割当てを行うことがあります。具体的

には、次のいずれかに該当すると認められる場合には、大規模買付行為が当社の企業価

値または株主共同の利益を著しく損なうものと判断します。大規模買付行為が次のいず

れにも該当しないと認められる場合には、当社は対抗措置を発動しません。なお、対抗

措置の発動の適否および具体的な方法については、外部専門家等の意見も参考にし、ま

た独立委員会の勧告を最大限尊重し、当社取締役会が決定します。 

(a)株券等を買い占め、その株券等につき当社に対して高値で買取りを要求するような

場合 

(b)当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当社の

犠牲の下に大規模買付者の利益を実現する経営を行うような場合 

(c)当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流

用するような場合 

(d)当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処

分させ、その処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による

株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜けるような場合 

(e)強圧的二段階買付け（最初の買付けで全株式の買付けを勧誘することなく、二段階

目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株券等の

買付けを行うことをいいます。）等株主に株券等の売却を事実上強要するおそれのあ

る買付けである場合 

(f)買付けの条件等（対価の価額・種類、買付けの時期、買付けの方法の適法性、買付

けの実行の蓋然性を含みます。）が当社の本源的価値に鑑み、著しく不十分または不

適当な買付けである場合 

(g)当社の持続的な企業価値増大の実現のために必要不可欠な、従業員、顧客、取引先、

債権者などの当社に係る利害関係者との関係を破壊することにより、当社の企業価

値ひいては株主共同の利益に反する重大なおそれをもたらす買付けである場合 

 

③対抗措置発動の停止等について 

当社取締役会は、必要に応じて大規模買付者と協議・交渉を行い、対抗措置としての
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新株予約権の無償割当てを決定した後であっても、大規模買付者から買付提案の判断の

基礎になった事項に重要な変更を加える旨の申し出があった場合、大規模買付行為が存

しなくなった場合その他対抗措置の発動が相当ではないと判断した場合には、新株予約

権の無償割当ての中止等、対抗措置の停止を行うことがあります。かかる対抗措置発動

の停止等を行う場合に、株主および投資家の皆様に与える影響については、後記６．（２）

をご参照ください。 

 

（６） 対抗措置の概要（新株予約権の無償割当て） 

本プランにおける、大規模買付行為に対する対抗措置としての新株予約権の無償割当

てを行う場合の概要は、次のとおりであります。 

①割当の対象となる株主および新株予約権の数 

新株予約権の無償割当てを行う時に当社取締役会が定める一定の日（以下「割当基準

日」といいます。）における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記録され

た当社以外の株主に対し、その有する株式１株につき新株予約権１個の割合で、新株予

約権の無償割当てをします。 

②新株予約権無償割当ての効力発生日 

新株予約権無償割当ての決議において当社取締役会が定めます。 

③新株予約権の目的となる株式の種類および数 

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目

的となる株式の数は１株以内で当社取締役会が定める数とします。ただし、当社が株式

分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとします。 

④割当てる新株予約権の総数 

新株予約権の割当総数は、割当基準日における当社の発行済株式総数（ただし、同時

点において当社の有する当社株式の数を除きます。）を上限として当社取締役会が定め

る数とします。 

⑤新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１円以上で当社取締役会が定

める額とします。 

⑥新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。 

⑦新株予約権の行使期間 

新株予約権無償割当ての決議において、取締役会が定める日を初日とし、１ヵ月間か

ら３ヵ月間までの範囲で定める期間とします。 

⑧新株予約権の行使条件 

次の(a)ないし(d)に掲げる者（以下「非適格者」といいます。）は、原則として新株

予約権を行使できないものとします。 

(a)大規模買付者 

(b)大規模買付者の共同保有者 
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(c)大規模買付者の特別関係者 

(d)上記(a)から(c)に該当する者の関連者（実質的にその者が支配し、その者に支配さ

れもしくはその者と共同の支配下にある者、もしくは協調して行動する者として当

社取締役会が認めた者。） 

 

⑨当社による新株予約権の取得 

当社は、新株予約権につき、当社取締役会が定める日の到来日をもって、非適格者以

外の者が有する新株予約権のうち、当該当社取締役会が定める日の前日までに未行使の

もの全てを取得し、これと引換に、新株予約権１個につき対象株式数の当社株式を交付

することができる旨の取得条件を付けることがあります。かかる場合においては、当該

取得がなされた日より後に、新株予約権を有する者のうち、非適格者以外の者が存在す

ると当社取締役会が認める場合には、当社による取得がなされた日より後の当該当社取

締役会が別途定める日の到来日をもって、当該者の有する新株予約権のうち、当該当社

取締役会の定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換に、新株予約

権１個につき対象株式数の当社株式を交付することができるものとし、その後も同様と

します。 

 

４．本プランの有効期間および変更・廃止 

本プランは、2007年６月28日開催予定の当社第35回定時株主総会で出席株主の皆様の

議決権の過半数のご承認を頂けた場合にのみ、効力を生じます。同総会でご承認頂けた

場合は、本プランの有効期間は、同総会終結の時から2010年３月期の事業年度に関する

定時株主総会終結の時までの３年間とします。 

なお、本プランは、有効期間内であっても、独立委員会の勧告または取締役会自身の

判断により当社取締役会で本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時点

で廃止されるものとします。また、本プランの有効期間内であっても、本プランの変更

が必要になった場合には、独立委員会の勧告に従い随時見直しを行い、直近で開催され

る定時株主総会において、その変更内容につき株主の皆様にお諮りするものとします。 

当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実および

内容（変更の場合）その他の事項について、速やかに情報開示を行います。 

 

５．本プランの合理性 

（１） 独立委員会の設置 

当社取締役会の恣意的判断を排除し、手続・判断の公正性・合理性を確保するため、

当社は、社外取締役、社外監査役および社外有識者からなる独立委員会を設置します。

独立委員会は取締役会の諮問機関として、大規模買付ルールの遵守状況の確認、買付内

容等の検討および対抗措置の検討を行い、対抗措置発動の是非について当社取締役会に

勧告を行います。なお、独立委員会による評価検討に際しては、前記３．（５）「大規模

買付行為がなされた場合の対応方針」に基づいて判断するものとし、当社取締役会は、



 12 

独立委員会の勧告を最大限尊重します。 

独立委員会の委員の人数は、原則３名以上とし、任期は、原則選任後１年内に終了す

る事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の直後に開催される当社取締役会

の終了の時までとします。（独立委員会規則の概要ならびに当初の各委員の氏名および

略歴については、それぞれ別紙１および別紙２をご参照ください。） 

 

（２） 株主意思を尊重するものであること 

当社は、本プランについて株主の皆様のご意思を反映するために、定時株主総会にお

ける株主の皆様のご承認の下に本プランを導入することとしております。なお、前記４．

「本プランの有効期間および変更・廃止」に記載のとおり、本プランの有効期間の満了

前であっても、取締役会の決議により本プランを廃止することが可能です。 

 

（３） 外部専門家の助言 

当社取締役会、監査役および独立委員会は、その検討、判断に際して、公正性・合理

性をより一層高めるため、必要に応じ会社の費用負担においてファイナンシャル・アド

バイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタント等の外部専門家の助言を受けることが

できるものとします。 

 

（４） 合理的な客観的条件の設定 

本プランにおける対抗措置は、前記３．（５）「大規模買付行為がなされた場合の対応

方針」に記載のとおり、予め定められた合理的な客観的条件に該当した場合のみ発動さ

れるように設定するとともに、独立委員会の勧告を最大限尊重することにしており当社

取締役会の恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。 

 

（５） 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること 

本プランは、経済産業省および法務省が2005年５月27日に発表した「企業価値・株主

共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を充足し

ております。 

 

（６） デッドハンド型の買収防衛策ではないこと 

本プランは、前記４．「本プランの有効期間および変更・廃止」に記載のとおり、当

社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止すること

ができるものとされており、大規模買付者が、自己の指名する取締役を当社株主総会で

選任し、かかる取締役で構成される取締役会により本プランを廃止することが可能です。

従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代さ

せてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。 

 

（７） 本プランについての当社の判断 
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本プランは、大規模買付ルールの内容、大規模買付行為がなされた場合の対応方針、

対抗措置の概要等を規定するものでありますが、株主の皆様が大規模買付行為に応じる

か否かの判断を可能とするために、大規模買付行為者から情報提供をすること、および、

それに対する当社取締役会における一定の評価期間が経過した後にのみ、大規模買付行

為を開始することを求め、これを遵守しない大規模買付者に対して当社取締役会が対抗

措置を講じることがあることを定めております。また、大規模買付ルールが遵守されて

いる場合であっても、当社の企業価値または株主共同の利益を著しく損なうと認められ

る大規模買付行為に対しては、対抗措置を講じることがあることを定めております。よ

って、本プランは、基本方針に沿うものであると考えます。また、前記（１）乃至（６）

より、当社は、本プランが、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社

の会社役員の地位の維持を目的とするものではないものと考えております。 

 

６．株主および投資家の皆様に与える影響 

（１） 本プラン導入時に株主の皆様に与える影響 

本プラン導入時点においては、新株予約権の無償割当て自体は行われませんので、株

主および投資家の皆様の権利・利益に直接具体的な影響が生じることはありません。 

この点、大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判

断するために必要な情報や、現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、

さらには、当社株主の皆様が代替案の提示を受ける機会を保証することを目的としてい

ます。これにより、当社株主の皆様は、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じる

か否かについて適切な判断をすることが可能となり、そのことが当社の企業価値および

株主共同の利益の保護につながるものと考えます。従いまして、大規模買付ルールの設

定は、当社株主および投資家の皆様が適切な投資判断を行ううえでの前提となるもので

あり、当社株主および投資家の皆様の利益に資するものであると考えております。なお、

前記３．（５）において述べましたとおり、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守す

るか否かにより大規模買付行為に対する当社の対応方針が異なりますので、当社株主お

よび投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注意ください。 

 

（２） 新株予約権の無償割当て時に株主および投資家の皆様に与える影響 

当社取締役会が新株予約権の無償割当てを決議した場合、割当基準日における株主の

皆様に対し、その保有する株式１株につき新株予約権１個の割合で新株予約権が無償に

て割当てられます。仮に、株主の皆様が、権利行使期間内に、金銭の払込みその他後記

（３）「新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続」②において詳

述する新株予約権の行使に係る手続を経なければ、他の株主の皆様による新株予約権の

行使により、その保有する当社株式が希釈化されることになります。ただし、当社は、

後記（３）「新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続」③に記載

する手続により、非適格者以外の株主の皆様から新株予約権を取得し、それと引換に当

社株式を交付することがあります。当社がかかる取得の手続をとった場合、非適格者以
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外の株主の皆様は、新株予約権の行使および行使価額相当の金銭の払込みをせずに、当

社株式を受領することとなり、保有する当社株式１株当たりの価値の希釈化は生じます

が、保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じません。 

なお、当社は、割当基準日や新株予約権の無償割当ての効力発生後においても、例え

ば、大規模買付者が大規模買付行為を撤回した等の事情により、新株予約権の無償割当

てを中止し、または新株予約権の行使期間開始日前日までに、当社が新株予約権者に当

社株式を交付することなく無償にて新株予約権を取得することがあり、その場合には、

当社株式１株当たりの価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の

皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

 

（３） 新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続 

①名義書換手続 

新株予約権の無償割当てが決議された場合、別途当社取締役会が決定し公告する割当

基準日までに名義書換を完了していただかない限り、新株予約権の無償割当てを受ける

ことができませんので、株主の皆様におかれましては、速やかに株式の名義書換手続を

行っていただく必要があります（なお、証券保管振替機構への預託を行っている株券に

ついては、名義書換手続は不要です。）。 

なお、割当基準日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または記

録された株主の皆様は、当該新株予約権無償割当ての効力発生日において当然に新株予

約権者となります。 

 

②新株予約権の行使手続 

当社は、割当基準日における当社の最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または

記録された株主の皆様に対し、原則として、新株予約権の行使請求書（当社所定の書式

といたします。）その他新株予約権の行使に必要な書類を送付いたします。新株予約権

の無償割当て後、株主の皆様におかれましては、権利行使期間内に新株予約権の行使に

際して出資される財産の価額を払込取扱場所に払い込むことにより、新株予約権１個に

つき、１株以下で当社取締役会が定める数の当社株式が発行されることになります。 

 

③当社による新株予約権の取得手続 

当社は、当社取締役会が新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続に従

い、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、新株予約権を取得します。また、

新株予約権の取得と引換に当社株式を株主の皆様に交付するときは、速やかにこれを交

付いたします。なお、この場合、株主の皆様においては、金銭の払込みを含む前記②に

記載の新株予約権の行使手続は不要ですが、別途、ご自身が非適格者でないこと等につ

いての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご

提出いただくことがあります。上記のほか、割当方法、名義書換方法、行使の方法およ

び当社による取得の方法等の詳細につきましては、新株予約権の無償割当てに関する当
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社取締役会の決議が行われた後、株主の皆様に対して情報開示または通知いたしますの

で、当該内容をご確認ください。 

 

以 上 
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別紙１ 

独立委員会規則の概要 

 

１．構成 

・ 独立委員会は、企業経営についての高度の見識または高度の専門知識を有しており、かつ当

社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役、当社社外監査役および社外有

識者で構成するものとし、その人数は原則として３名以上とします。 

・ 独立委員会の委員は、当社取締役会の決議により選任します。 

 

２．任期 

・ 独立委員会の委員の任期は、原則として選任後１年内に終了する事業年度のうち最終のもの

に関する定時株主総会の直後に開催される当社取締役会の終了の時までとし、当該委員が再

任することを妨げないものとします。任期の満了する取締役会において別段の決議がされなか

ったときは、当該取締役会において再任されたものとみなします。ただし、当社社外取締役また

は当社社外監査役であった委員が、当社社外取締役または当社社外監査役でなくなった場合

には、独立委員会の委員としての任期も同様に終了するものとします。 

 

３．権限および責任 

・ 独立委員会は、取締役会の諮問に応じ、主として次に掲げる事項について審議・決議し、 

その決議の内容を、理由を付して当社取締役会に勧告するものとします。 

１ 大規模買付ルールが遵守されたか否かの判断 

２ 本プランの対象となる大規模買付行為により、当社の企業価値または株主共同の利益を著

しく損なうか否かの判断 

３ 大規模買付者が提供する情報が必要かつ十分なものであるかどうかの判断 

４ 買付行為評価期間の延長が必要かどうかの判断 

５ 対抗措置の発動の要否 

６ 対抗措置の中止等の要否 

７ 本プランの廃止または変更の要否 

・ 独立委員会は、上記の事項に加え、取締役会の諮問・要請に応じ、以下に記載される事 

項等を行うことができます。 

１ 大規模買付者および当社取締役会が独立委員会に提供すべき情報およびその回答期限

の決定 

２ 大規模買付者による大規模買付行為の内容の精査、検討 

３ 大規模買付者との交渉・協議 

４ 当社取締役会に対する代替案の提出の要求、代替案の検討 

・ 独立委員会は、大規模買付者に対し、提供された大規模買付情報が不十分であると判断した

場合には、情報を追加的に提供するよう求めることができます。また、独立委員会は、大規模買

付者から十分な情報が提供された場合、当社取締役会に対しても、所定の合理的な期間内に、

大規模買付者の大規模買付行為の内容に対する意見およびその根拠となる資料、代替案その
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他独立委員会が適宜必要と認める情報、資料等を提示するよう求めることができます。 

・ 独立委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他独立委員

会が必要と認める者の出席を要求し、独立委員会が求める事項に関する説明を求めることがで

きます。 

・ 独立委員会は、当社の費用で、独立した外部専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会

計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を受けることができます。 

・ 独立委員会は、企業価値および株主共同の利益の確保と向上の観点から決議その他の事項

を行うことを要し、各委員は自己または経営陣を含む第三者の個人的利益を図ることを目的とし

てはなりません。 

・ 当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重して、対抗措置の発動その他の事項に関し、

決議を行うものとします。 

 

４．決議 

・ 独立委員会の決議は、原則として、特別利害関係者を除く全ての委員が出席し、その過半数を

もって行います。ただし、委員に事故その他やむを得ない事由がある場合は、委員の過半数が

出席し、その過半数をもって行います。 

 

以 上 
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別紙２ 

独立委員会の委員の氏名・略歴 

 

五代 友和（ごだい ともかず） 1939 年 10 月 6 日生 

1975 年 6 月 摩耶商事株式会社 （現株式会社マヤテック）代表取締役社長 

1992 年 5 月 当社取締役（現任） 

2006 年６月 株式会社マヤテック代表取締役会長（現任） 

 

 

水野 博之（みずの ひろゆき） 1929 年 4 月 20 日生 

1990 年 6 月 松下電器産業株式会社副社長 

1994 年 8 月 スタンフォード大学顧問教授 

1998 年 4 月 広島県産業科学技術研究所所長（現任） 

2001 年 6 月 当社取締役（現任） 

2002 年 6 月 株式会社メガチップス取締役（現任） 

 

 

大沼 昇（おおぬま のぼる） 1948 年 1 月 1 日生 

1970 年 4 月  株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 

1998 年 4 月 同行福岡支店長 

1999 年 4 月  同行理事 

1999 年 6 月  当社常勤監査役（現任） 

 

以上 
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別紙３ 

 当社の大株主の状況  

 

2007 年３月 31 日現在の当社の大株主の状況は次のとおりです。 

株主名 
当社への出資状況 

持株数 出資比率 

財団法人上月スポーツ・教育財団 14,330 千株 10.44% 

コウヅキホールデイング ビイヴイ 13,530   9.86 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 
9,238   6.73 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会

社（信託口） 
8,581   6.25 

コウヅキキャピタル株式会社 7,036   5.13 

ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロ

ンドン 
4,963   3.62 

株式会社三井住友銀行 4,135   3.01 

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティ

ーズ（ジャパン）リミテッド 
3,488   2.54 

ステートストリートバンクアンドトラスト

カンパニー 
2,417   1.76 

カリヨン ディーエムエイ オーティシー 2,312   1.68 

（注）発行済株式の総数は 143,555,786 株。出資比率は自己株式（6,300 千株）を控除して

計算しています。 

 

以上 
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別紙４ 

 

以上 

取締役会

独立委員会

勧告

取締役会の判断（勧告を最大限尊重）

（注1） 上記フローチャートは、本プランに対する理解を容易にすることを目的とした参考資料です。本プランの

詳細については本文をご参照ください。

（注２） 対抗措置発動の取締役会決議に際しては、事前の監査役の同意を必要とし、対抗措置不発動の場合は

不要とします。

当社株式の大規模買付者登場

（株券等保有割合20％以上）

大規模買付ルール

大規模買付行為が開始された場合のフローチャート

独立委員会への諮問
独立委員会への諮問

独立委員会の評価・判断

（①情報提供　　②評価検討期間の付与）

大規模買付ルールの遵守 大規模買付ルールの不遵守

取締役会への意向表明・情報提供
等の手続

株主の判断に委ねる

対抗措置不実施の
取締役会決議

新株予約権無償割当て等の実施の
取締役会決議

外
部
専
門
家
の
助
言

＊
必
要
に
応
じ
て

監
査
役
の
同
意

注
２

対抗措置不実施 新株予約権無償割当て等の実施

取締役会への勧告
独立委員会の確認
取締役会への勧告

対抗措置不発動 対抗措置発動

取締役会の評価検討


